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設立

・2019年12月設立

・正式名称：一般社団法人再生可能エネルギー長期安定電源推進協会

Renewable Energy Association for Sustainable Power supply (REASP)

協会の設立目的

・日本における主力電源としての再生可能エネルギー発電を長期安定的な電源と

して普及促進し、エネルギー安全保障の強化と国民生活水準の向上に寄与する

ため、事業者団体として再生可能エネルギー事業の継続と将来に向けて安価で

クリーンな電力供給を目指す。

将来の展望

・再生可能エネルギーによる将来的なカーボンニュートラルの達成

・発電事業者が再生可能エネルギー普及拡大を主導

・再エネ発電所と地域の共生・発電所の長期安定稼働・グリッドパリティの実現

REASPの会員について

大手発電事業者を中心に金融機関、EPC、O&M、

大学、行政等様々なプレイヤー が会員となっている。
REASP会員
133団体

（2024年9月末現在）

金融機関
19社

その他
（弁護士事務所、コンサル、

地方自治体、大学等）

31社
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●REASP発電事業者パネルリユース・リサイクルに関する意識調査・現状認識の公開※

（参考）REASPの活動例 ～パネルリユースリサイクル～

●国内リユースパネル市場促進施策案の提示※

（リユースパネルの事業者共同在庫）

●パネルリサイクル施設・リユース検査施設見学会の開催

※ 2023年7月 第4回 再生可能エネルギー発電設備の廃棄・

リサイクルのあり方に関する検討会ご説明資料
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2‐1.太陽光発電設備の終了処理に関する考え方
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長期化・適正化の推進 循環型社会の推進 再資源化コストの低減

• 太陽光発電事業の終了は①借地期
間を要因とするFIT終了時、②設備
の経済耐用年数経過時に大別され、
発電事業者の大半は、卒FIT後も発
電継続の意向（発電開始から30年
程度）

• 適切な管理が行われていない太陽
光発電事業が再エネ発電事業全体
のイメージ悪化を招いており、優
良事業者による集約、健全化が必
要

• 不適切案件は作らせない事が重要
近年の制度整備により対策が取られ
たものと評価

• 太陽光発電設備は設置事業者、設
置場所、設置時期、設置数量、設
置品型式が把握できており、計画
的な対策が可能

• 大量廃棄時期に十分なリサイクル
施設整備が進まない場合、処理待
ちによる望まざる放置を招く恐れ
もある

• 太陽光パネルは循環型社会形成の
試金石であり、リサイクル素材利
用まで含めた包括的対策が必要

• 発電事業者アンケートの結果、
８８％の事業者が義務化に賛成
事業者の６２％はコスト増加が無い
前提での賛成

• 再資源化費用は最終的に国民負担
となる。物流費用・再資源化処理
費用の削減、リサイクル素材取引
価格の上昇余地があり、現状処理
費用と同等のリサイクル費用実現
を追求すべき

１ ２ ３

適正な管理体制による、長期に渡り信頼される再エネ事業の推進
循環型社会実現に向けた計画的対応の推進



2‐2.リユース・リサイクルの現状、課題
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◼ 事業者の７８％が25年～35年の運用が可能であると考えており、借地契約の制約がなければ、

大量排出時期は運転開始から30年後が目安

◼ リサイクル義務化は８８％の事業者が賛成であるものの、６２％は費用増加が無い前提での賛成

◼ ２０％の事業者がリサイクル実施しているが、１６％はコスト理由で断念 ６４％は実質的に検討していない

20年

 0%

20～25年

 7%

25～30年

 48%

30～

35年, 

30%

35～40年, 

15%
費用増加の場合

でも賛成

 26%

費用増加が無け

れば賛成

 62%

費用に関わらず

義務化は反対 

12% 検討し、実施した

 20%

検討したが、実施

しなかった

 16%検討していない

44%

委託業者に任せてお

り、把握できていな

い20%

発電事業者の現状認識/当協会アンケート結果(2024年9月実施）

太陽光発電所運用可能年数 リサイクル義務化賛否 リサイクル活用



2‐2.リユース・リサイクルの現状と課題（リサイクル）
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◼ コスト削減対策として、リサイクル素材の利用推進による価格向上も重要

◼ 半永久的にリサイクル可能である板ガラスへの利用が重要 板ガラス以外の製品へのリサイクルは１回のみのワンウェイ

◼ 既にリサイクル素材が使用されている製品も多く、リサイクル処理方法によっては活用されず、埋立となる懸念

◼ リサイクル素材利用推進のため、リサイクル施設への補助のみでなく、ガラスメーカー等の再資源利用製造事業者への

設備導入支援も早期に開始頂きたい



2-3.関係事業者に求められる役割
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太陽光パネルのリユース・リサイクルに関する課題解決に向け、関連事業者には以下の役割が求められるものと認識

特に発電事業者は、発電所の長期稼働、放置対策、発電所撤去時期明確化など、課題解決に向けた中心的役割を担う事が必要

収集運搬から再資源利用までの工程において、現行規制の見直しも含めたコスト削減の徹底が望まれる

No 事業者 求められる役割

1
モジュール製造事業者
輸入販売事業者

・有害物質使用の削減
・含有物質の確認・開示
・リユース品の品質基準策定
・リサイクル素材の積極利用
・リサイクルを考慮した設計

2 発電事業者

・発電所の長期稼働
・発電所稼働計画の提供による撤去時期明確化
・事業終了時の円滑な解体撤去（放置防止）
・放置案件集約化への貢献
・処理事業者へのパネル型式等の情報提供
・リユース品の積極利用
・法令に則った適正な撤去、廃棄
・解体撤去・収集運搬事業者の管理
・処理方法の確認

3 解体撤去事業者
・撤去作業時の絶縁処理等安全対策
・中間処理事業者への確実な引渡
・リユース品、リサイクル品の一時仕訳

4 収集運搬事業者
・効率的回収方法の選択
・中間処理事業者への確実な引渡

5 リユース事業者

・リユース品の国内流通促進
・リユース品の品質基準の標準化
・リユース品在庫情報の公開
・リユース品の在庫保管推進
・廃棄品の海外流出防止

No 事業者 求められる役割

6 中間処理事業者

・効率回収を考慮した立地
・リユース品、リサイクル品の選別
・一時保管によるリサイクル処理量の調整
・リサイクル品の循環処理事業者への確実な引渡
・中間処理コストの低減

7 再資源化事業者
・リサイクル素材として利用し易い処理方法整備
・計画的な処理能力整備
・リサイクル処理コストの低減

8 再資源利用製造事業者
・リサイクル素材の積極利用
・リサイクル素材への要求品質見直し

9 管理団体
・リユース、リサイクルの一元的情報プラットフォー
ムの整備

10 一般送配電事業者
・非FIT/FIP案件の電子申請登録確認
・FIP低プレミアム案件、非FIT/FIP案件の積立金
徴収



2-4.放置案件対策
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放置案件抽出
発電実績が一定期間ないものや近隣住民からの情報提供による抽出

所有者への意向確認・デューデリジェンス
放置案件所有者に対し、放置理由や売却意思を確認
売却意思ある場合、簡易的なデューデリ実施

長期安定適格事業者による購入・健全化
対象案件情報を公開し、購入希望者のアクセスを可能に

※案件情報はエリア集約される事が望ましい

行
政
対
応

事
業
者
対
応

放置案件への対策

法令違反・認定取消案件
法令違反などにより撤去が求められる案件の強制撤去
現行制度では最終的に自治体による代執行の可能性

長期安定適格事業者による撤去などの支援
不健全案件の撤去への発電事業者協力を引き出す

制度的手当の検討も必要

健全化可能案件 不健全案件

◼ 不適切な管理状態にある放置案件は、近隣住民への影響も懸念される問題

◼ 一部の不適切案件により再エネ発電事業全体のイメージが悪化する懸念が顕在化している

◼ 放置案件については、①適正事業者へ所有移転を図る健全化可能案件、②速やかに撤去を行う不健全案件に区分の上、

抜本的な対策を早期に整備頂きたい



不健全案件

✓ 斜面への設置・事業者の破綻など速やかな撤去が望ま

れるケースなど

✓ 所有者に撤去を求める原則も、撤去不能の場合は優良

事業者の撤去協力を引き出す施策の検討

健全化可能案件

✓ 所有者の管理が不十分で近隣住民からの苦情や柵不

設置などの軽度な法令違反があるケース

✓ 所有者に事業継続意思が薄く、譲渡に応諾意志あり

✓ 行政関与によるデューデリ等諸条件整えた上で、入札

により長期適格事業者へ譲渡し、健全化を図る

2-4.放置案件対策

10

①健全化可能案件は行政関与の上で入札を行い、適正な新所有者による健全化を図る

②速やかな撤去が望まれる不健全案件については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と同様に一定の定義のもとで

命令、代執行も含めた対策強化が必要



2-5.リサイクル施設整備・コスト削減対策
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大量廃棄時期にリサイクル施設や中間処理・保管施設の整備が十分に行われない場合、

発電事業者が事業終了時期に撤去できない 「望まざる放置」の発生が懸念される

着実な施設整備の必要性から、投資予見性を確保した制度設計が必要と認識。中間処理、再資源化事業者は兼業可能が適当

中間処理事業者 再資源化事業者

求められる役割 ・効率回収を考慮した立地
・リユース品、リサイクル品の選別
・一時保管によるリサイクル処理量の調整
・リサイクル品の循環処理事業者への確実な引
渡
・中間処理コストの低減

・リサイクル素材として利用し易い処理方法整
備
・計画的な処理能力整備
・リサイクル処理コストの低減

許認可方式 一定期間の事業化権付与 一定期間の事業化権付与

事業期間 中長期（10年～15年） 中長期（10年～15年）

募集方式 指定エリア毎に入札 指定エリア毎に入札

収支関連事項 保管能力、処理能力に応じた固定的支払 処理量に応じた支払。事業者に超過収益が生
じた場合は管理団体に還付

規制緩和等検討事項 保管可能日数の制限緩和等 熱処理法設備の焼却炉扱い見直し等



2‐2.リユース・リサイクルの現状と課題（リユース）
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◼ PPA方式による発電所新設時に活用される事例も出始めているが、制度運用の見直しにより更なる活用が想定される

◼ リユース品の国内流通活性化策を導入するとともに、廃棄相当品の海外流出を抑止する方策が必要

1. 補助制度における利用容認や公共施設での利用
補助制度上、リユース品を活用する事は認められていない
リユース排出事業者と補助申請者が同じ事業者である場合など、助成額が事業者利益に繋がる懸念がある
リユース品購入額は補助対象外とした上で、新品部材費や工事費等は補助対象として容認してはどうか
経年により10年程度で建替え可能性がある公共施設においてリユース品を積極利用してはどうか

2. 廃棄相当品の海外リユース売却の抑止
国内リユース市場が未成熟な現状においては、リユース品の海外売却は当面の間、許容せざるを得ない
出力低下などにより国内では販売先の見つかりにくいリユース品であっても、敷地制約の低い海外では需要あり
廃棄相当品がリユース品と偽り、海外へ流出する事を抑止するため、リユース事業者の適正管理と検査実施を担保する
枠組を検討してはどうか
事業終了時にリユース売却した場合の積立金還付容認の明確化も必要
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3-1.再資源化費用のあり方
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再資源化費用はコスト削減の徹底、再資源化素材の利用推進により、将来的に現状の解体撤去費用積立額以内が理想

✓ 再資源化費用はFIT/FIP制度上、通常要する費用として認識されておらず、

発電事業者はこれまで通り①解体・撤去費用および②収集運搬費用以降の現状想定額を負担することとして頂きたい

✓ リサイクルに要する費用のうち、発電事業者負担額は現行処理相当額を上限とし、

再資源利用製造事業者の素材購入義務化やリサイクル処理事業進展の政府支援をご検討頂きたい

発電事業者 解体・撤去事業者 収集運搬事業者 中間処理事業者 再資源化事業者

ガラスメーカー

グラスウールメー

カー

金属メーカー

再生資源利用

製造事業者

埋立処理事業者

管理団体（OCCTOなど想定）

支払の流れ

②現行処理相当費用

①解体・撤去費用

※増加が想定される収集運搬以降の支払を管理団体を通じて行う



3-２. 廃棄費用積立制度
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廃棄費用積立制度については、FIT/FIP制度利用有無、設置形態を踏まえた積立方法が必要

管理実態や事業形態を踏まえ、行政コストも考慮した合理的な制度設計が求められる

再資源化費用の削減余地はあり、積立額総額は現行水準を維持することとしてはどうか

✓ 物流費用、処理費用ともにコスト低減余地があり、規制緩和も含めた対策が必要
✓ 大量廃棄時代には処理施設の稼働率向上によるコスト削減が見込まれる
✓ リサイクル素材利用を再生資源利用製造事業者へ義務付けることによるコスト回収も可能

FIT/FIP案件

自家消費除く
非FIT/FIP案件

自家消費
非FIT/FIP案件

１０ｋW未満案件
主に住宅用

新たにFIT/FIP案件と同様の積立制度（運転から10年後開始）を導入する事としてはどうか

✓ パネル販売時の徴収はPPA単価高騰による再エネ普及の妨げとなる懸念
✓ 積立金の徴収方法については、運転期間中の支払方法を検討し、FIT/FIP制度利用案件と同様の
管理としてはどうか

自家消費非FIT/FIP案件については、積立制度の対象外としてはどうか

✓ 自家消費案件は所有者が明確であり、建物が併設されており適切に管理される蓋然性が高い
✓ 自家消費発電設備は建物撤去時に廃棄される場合があり、建物と同時撤去が費用面も安価になる
ものと考えられる

✓ 廃棄処理委託先については、指定業者とする

主に住宅用案件が主となる１０ｋW未満案件については、積立制度の対象外としてはどうか

✓ 自家消費と同様に所有者が明確であり、主に建物屋根上に設置されており適切に管理される
✓ 建物撤去時の廃棄が想定される
✓ 廃棄処理委託先については、指定業者とする
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3.費用に関する論点

3-1.廃棄費用積立制度

3-2.再資源化費用のあり方

4.情報に関する論点
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太陽光パネルの含有物質情報（型式情報）や施設撤去時期情報などは、リサイクル処理および施設整備に必要な情報であり、

発電事業者としても提供協力が必要と認識

FIT/FIP案件については、既にシステム構築済みであり、非FIT/FIP案件についても同様の手続きを行う事が必要

1. FIT/FIP案件に関する情報
既に電子申請システムが構築されており、事業期間中の定期報告も制度化
現状の定期報告必要情報にリサイクル関連必要情報を付加することとしてはどうか
事業終了時期については、事業方針により変更されるため、随時変更できることとする必要あり

2. 非FIT/FIP案件に関する情報
現在、情報登録を行う必要がない非FIT/FIP案件についても、FIT/FIP案件と同様に電子申請システムにて
情報登録を行うこととしてはどうか
情報登録を確実に行う必要性があることから、情報登録は発電設備設置時の必要手続時に電子申請が行われていることを
確認することとしてはどうか

既設案件については、各事業体が管理する情報を精査の上、当該情報をもとに発電設備保有者へ周知を行い、
一定期間内に電子申請システムへ登録させることとしてはどうか


	スライド 0: 資源循環社会における 太陽光発電設備の適切な終了処理に向けて
	スライド 1: 目次　　
	スライド 2: REASP概要　　
	スライド 3
	スライド 4: 目次　　
	スライド 5: 2‐1.太陽光発電設備の終了処理に関する考え方　　
	スライド 6: 2‐2.リユース・リサイクルの現状、課題　　
	スライド 7: 2‐2.リユース・リサイクルの現状と課題（リサイクル）　　　　
	スライド 8: 2-3.関係事業者に求められる役割　　
	スライド 9: 2-4.放置案件対策　　　　
	スライド 10: 2-4.放置案件対策　　
	スライド 11: 2-5.リサイクル施設整備・コスト削減対策　　
	スライド 12: 2‐2.リユース・リサイクルの現状と課題（リユース）　　
	スライド 13: 目次　　
	スライド 14: 3-1.再資源化費用のあり方　　　　
	スライド 15: 3-２.　廃棄費用積立制度　　　　
	スライド 16: 目次　　
	スライド 17: 4.情報に関する論点　　

